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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極と、
　前記第１電極上に形成された第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜に形成され、且つ、前記第１電極が露出するように形成された第1開口
部と、
　前記第１開口部の側壁に形成され、且つ、第３絶縁膜からなる第１サイドウォールと、
　前記第１絶縁膜上に形成され、且つ、前記第１開口部内にて前記第１サイドウォールを
覆うように前記第１電極上に形成された第１容量絶縁膜と、
　前記第１容量絶縁膜上に形成された第２電極と、
　前記第２電極上に形成された第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜に形成され、且つ、前記第２電極が露出するように形成された第２開口
部と、
　前記第２開口部の側壁に形成され、且つ、第４絶縁膜からなる第２サイドウォールと、
　前記第２絶縁膜上に形成され、且つ、前記第２開口部内にて前記第２サイドウォールを
覆うように前記第２電極上に形成された第２容量絶縁膜と、
　前記第２容量絶縁膜上に形成された第３電極と、を備えることを特徴とする半導体装置
。
【請求項２】
　請求項１において、
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　前記第１容量絶縁膜と前記第１電極の接触面積は、前記第２容量絶縁膜と前記第２電極
の接触面積よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記第２電極は、信号配線あるいは電源配線に使用されることを特徴とする半導体装置
。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか1項において、
　前記第１電極と前記第３電極とは、電気的に接続されていることを特徴とする半導体装
置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１電極、前記第１容量絶縁膜および前記第２電極からなる第１容量素子と、前記
第２電極、前記第２容量絶縁膜および前記第３電極からなる第２容量素子は、並列接続さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか1項において、
　前記第１電極、前記第２電極および前記第３電極は、アルミニウム膜あるいはタングス
テン膜から形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか1項において、
　前記第１容量絶縁膜および前記第２容量絶縁膜は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、
アルミナ膜、タンタルあるいはハフニウムの酸化物を含む膜のいずれかより形成されてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか1項において、
　前記第1開口部内において、前記第1サイドウォールを介して前記第1開口部の側壁に形
成されている前記第1容量絶縁膜の膜厚は、前記第1電極上に形成されている前記第１容量
絶縁膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか1項において、
　前記第２開口部内において、前記第２サイドウォールを介して前記第２開口部の側壁に
形成されている前記第２容量絶縁膜の膜厚は、前記第２電極上に形成されている前記第２
容量絶縁膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか1項において、
　前記第１開口部内において、前記第１容量絶縁膜は、前記第1電極および前記第１サイ
ドウォールと直接接していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか1項において、
　前記第２開口部内において、前記第２容量絶縁膜は、前記第２電極および前記第２サイ
ドウォールと直接接していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　（ａ）半導体基板上に第１電極を形成する工程と、
　（ｂ）前記第１電極上に第１絶縁膜を形成する工程と、
　（ｃ）前記第１絶縁膜に前記第１電極に達する第１開口部を形成する工程と、
　（ｄ）前記第1開口部の側壁に、第３絶縁膜からなる第1サイドウォールを形成する工程
と、
　（ｅ）前記第１絶縁膜上に第１容量絶縁膜を形成する工程であって、前記第１開口部内
にて前記第１サイドウォールを覆うように前記第1電極上に前記第１容量絶縁膜を形成す
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る工程と、
　（ｆ）前記第１開口部内を含む前記第１容量絶縁膜上に第１導体膜を形成する工程と、
　（ｇ）前記第１導体膜をパターニングして第２電極を形成する工程と、
　（ｈ）前記第２電極上に第２絶縁膜を形成する工程と、
　（ｉ）前記第２絶縁膜に前記第２電極に達する第２開口部を形成する工程と、
　（ｊ）前記第２開口部の側壁に、第４絶縁膜からなる第２サイドウォールを形成する工
程と、
　（ｋ）前記第２絶縁膜上に第２容量絶縁膜を形成する工程であって、前記第２開口部内
にて前記第２サイドウォールを覆うように前記第２電極上に前記第２容量絶縁膜を形成す
る工程と、
　（ｌ）前記第２開口部内を含む前記第２容量絶縁膜上に第２導体膜を形成する工程と、
　（ｍ）前記第２導体膜をパターニングして第３電極を形成する工程と、を備えることを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記第1開口部内において、前記第1サイドウォールを介して前記第1開口部の側壁に形
成されている前記第1容量絶縁膜の膜厚は、前記第1電極上に形成されている前記第１容量
絶縁膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３において、
　前記第２開口部内において、前記第２サイドウォールを介して前記第２開口部の側壁に
形成されている前記第２容量絶縁膜の膜厚は、前記第２電極上に形成されている前記第２
容量絶縁膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２～１４の何れか1項において、
　前記第１開口部内において、前記第１容量絶縁膜は、前記第1電極および前記第１サイ
ドウォールと直接接していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１２～１５の何れか1項において、
　前記第２開口部内において、前記第２容量絶縁膜は、前記第２電極および前記第２サイ
ドウォールと直接接していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１２～１６の何れか1項において、
　前記（ｄ）工程は、
　（ｄ１）前記第1絶縁膜上、及び、前記第1開口部にて前記第1電極上に前記第３絶縁膜
を形成する工程と、
　（ｄ２）前記第３絶縁膜を異方性エッチングすることにより、前記第1開口部の側壁に
前記第３絶縁膜を残すことで、前記第1サイドウォールを形成する工程と、を有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１２～１７の何れか1項において、
　前記（ｊ）工程は、
　（ｊ１）前記第２絶縁膜上、及び、前記第２開口部にて前記第２電極上に前記第４絶縁
膜を形成する工程と、
　（ｊ２）前記第４絶縁膜を異方性エッチングすることにより、前記第２開口部の側壁に
前記第４絶縁膜を残すことで、前記第２サイドウォールを形成する工程と、を有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体装置、及びそれを用いた送受信装置、並びにその半導体装置の製造方
法に関し、特に、半導体チップに形成された容量素子の占有面積を低減する半導体装置に
適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＩＭ（Metal Insulator Metal）構造からなる容量素子を積層構造にすることにより
、容量を確保しながら容量素子の占有面積を低減する技術が開示されている（例えば、特
許文献１または特許文献２参照）。
【０００３】
　また、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）において、ポリシリコン膜からなる
電極を有する容量素子を積層構造にし、かつ、容量素子の端部を持ち上げた構造が開示さ
れている（例えば、特許文献３）。
【特許文献１】特開２００４－２００６４０号公報
【特許文献２】特開平１０－３２６８６３号公報
【特許文献３】特開平１０－１０７２２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した特許文献１あるいは特許文献２においては、下部電極と下部電極上に形成され
た第１容量絶縁膜と第１容量絶縁膜上に形成された中間電極によって第１容量素子が形成
されている。そして、中間電極と中間電極上に形成された第２容量絶縁膜と第２容量絶縁
膜上に形成された上部電極によって第２容量素子が形成されている。このように、第１容
量素子と第２容量素子は積層されているが、このとき、中間電極は、中間電極のすべての
部分で第１容量絶縁膜と直接接している。したがって、中間電極による寄生容量（層間容
量）は、第１容量素子の容量と同等となる。
【０００５】
　ここで、中間電極を第１容量素子および第２容量素子の電極に使用する他、信号配線や
電源配線としても使用したい要求がある。しかし、上述した特許文献１あるいは特許文献
２に記載された構造では、中間電極による寄生容量が第１容量素子と同等で大きなものと
なるので、一般配線として使用すると信号遅延や消費電力が増加する。このため、実質的
には、中間電極を一般配線として使用することが困難になるという問題がある。特に、高
周波を使用した回路では、高速動作を必要とするため、配線間の寄生容量を低減しなけれ
ば、中間電極を一般配線として使用できない問題点がある。
【０００６】
　また、特許文献３には、ＤＲＡＭの容量素子の電極としてポリシリコン膜を使用する場
合が記載されている。ポリシリコン膜は、ＭＩＭ構造の電極に使用される金属膜より抵抗
値が高い。さらに、通常、ポリシリコン膜を使用した容量素子では電極間距離を、金属膜
を使用した容量素子の電極間距離に比べて小さくしている。このため、寄生容量も大きく
なる。このことから、ポリシリコン膜を使用した電極は、金属膜を使用した電極に比べて
信号遅延および消費電力の増加が生じる。したがって、ポリシリコン膜を使用した電極を
一般配線に使用することが困難となる。特許文献３には、寄生容量を低減する記載はなさ
れておらず、示唆もされていない。
【０００７】
　本発明の目的は、容量素子の占有面積を低減させながら、容量素子の寄生容量を低減で
きる技術を提供することにある。
【０００８】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１０】
　本発明による半導体装置は、金属膜よりなる第１電極と、前記第１電極上に形成された
第１容量絶縁膜と、前記第１容量絶縁膜上に形成された金属膜よりなる第２電極とを備え
る。そして、さらに、前記第２電極上に形成された第２容量絶縁膜と、前記第２容量絶縁
膜上に形成された金属膜よりなる第３電極とを備え、前記第１電極には、前記第１容量絶
縁膜と直接接していない部分がある容量素子を含むことを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明による送受信装置は、電波を送受信する送受信装置であって、金属膜より
なる第１電極と、前記第１電極上に形成された第１容量絶縁膜と、前記第１容量絶縁膜上
に形成された金属膜よりなる第２電極とを備える。そして、さらに、前記第２電極上に形
成された第２容量絶縁膜と、前記第２容量絶縁膜上に形成された金属膜よりなる第３電極
とを備え、前記第１電極には、前記第１容量絶縁膜と直接接していない部分がある容量素
子を含むことを特徴とするものである。
【００１２】
　また、本発明による半導体装置の製造方法は、（ａ）半導体基板上に第１電極を形成す
る工程と、（ｂ）前記第１電極上に第１絶縁膜を形成する工程と、（ｃ）前記第１絶縁膜
に前記第１電極に達する第１開口部を形成する工程と、（ｄ）前記第１開口部内を含む前
記第１絶縁膜上に第１容量絶縁膜を形成する工程とを備える。そして、さらに、（ｅ）前
記第１開口部内を含む前記第１容量絶縁膜上に第１導体膜を形成する工程と、（ｆ）前記
第１導体膜をパターニングして第２電極を形成する工程と、（ｇ）前記第２電極上を含む
前記半導体基板上に第２絶縁膜を形成する工程と、（ｈ）前記第２絶縁膜に前記第２電極
に達する第２開口部を形成する工程とを備える。さらに、（ｉ）前記第２開口部内を含む
前記第２絶縁膜上に第２容量絶縁膜を形成する工程と、（ｊ）前記第２開口部内を含む前
記第２容量絶縁膜上に第２導体膜を形成する工程と、（ｋ）前記第２導体膜をパターニン
グして第３電極を形成する工程とを備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１４】
　複数の容量素子を積層するとともに容量素子を構成する電極に容量絶縁膜と直接接しな
い部分を設けることにより、容量素子の占有面積を低減させながら、容量素子の寄生容量
を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００１６】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
【００１７】
　さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に
明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必
須のものではないことは言うまでもない。
【００１８】
　同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは
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、特に明示した場合および原理的に明らかにそうではないと考えられる場合等を除き、実
質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値
および範囲についても同様である。
【００１９】
　本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するた
めの全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は
省略する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１における半導体装置の一部を示した断面図である。図１に示す
ように、シリコン単結晶よりなる半導体基板１には、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ（Metal 
Insulator Semiconductor Field Effect Transistor）２およびｐチャネル型ＭＩＳＦＥ
Ｔ３が形成されている。また、ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ２およびｐチャネル型ＭＩＳＦ
ＥＴ３の形成領域とは別の領域には、ＭＩＭ構造を有する容量素子４が形成されている。
すなわち、半導体基板１上には、ＭＩＳＦＥＴや容量素子などが形成されている。以下の
図面においては、半導体基板１に形成されているＭＩＳＦＥＴの図示は省略し、層間絶縁
膜上に形成された容量素子だけを図示するものとする。
【００２１】
　図１に示す容量素子４を上部から見た平面図を図２に示す。図２において、容量素子４
には、下部電極（第１電極）１０が形成されており、この下部電極１０上には絶縁膜（図
示せず）を介して中間電極（第２電極）１１が形成されている。この下部電極１０と中間
電極１１が平面上で重なり合う領域に容量素子（第１容量素子）Ｃ１が形成されている。
さらに、中間電極１１上には、絶縁膜（図示せず）を介して上部電極（第３電極）１２お
よび配線１３が形成されている。これにより、中間電極１１と上部電極１２が平面上で重
なり合う領域に容量素子（第２容量素子）Ｃ２が形成される。そして、下部電極１０と上
部電極１２とはプラグ１４を介して電気的に接続されており、また、中間電極１１は、プ
ラグ１５を介して配線１３に接続されている。このように、容量素子４は、容量素子Ｃ１
と容量素子Ｃ２とを基板の厚さ方向に積層した構造を有している。したがって、本実施の
形態１では、容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ２とを積層構造にせずに平面的に配置する場合に
比べて、容量素子の半導体基板に占める占有面積を低減することができる。
【００２２】
　図３は、図２のＡ－Ａ線で切断した断面図を示している。図３に示すように、半導体基
板上には、層間絶縁膜として絶縁膜１６が形成されており、この絶縁膜１６上には、下部
電極１０が形成されている。下部電極１０は、例えば、窒化チタン膜１７ａ、アルミニウ
ム膜１７ｂおよび窒化チタン膜１７ｃの積層膜から形成されている。なお、下部電極は、
上述した積層膜に限らず、例えば、タングステン膜、あるいはアルミニウム膜をチタン膜
やタングステン膜などの高融点金属で積層した膜から構成してもよい。
【００２３】
　下部電極１０上を含む絶縁膜１６上には、絶縁膜（第１絶縁膜）１９が形成されている
。この絶縁膜１９には、開口部（溝）１９ａが形成されており、開口部１９ａの底部にお
いて下部電極１０が露出するようになっている。このように、下部電極１０の一部領域上
には開口部１９ａが形成されており、その他の領域は、絶縁膜１９が形成されている。し
たがって、下部電極１０に開口部１９ａを設けることにより、下部電極１０上に段差が形
成されている。
【００２４】
　開口部１９ａの内部を含む絶縁膜１９上には、容量絶縁膜（第１容量絶縁膜）１８が形
成されている。この容量絶縁膜１８は、例えば、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化
アルミニウム膜あるいは、タンタルやハフニウムなどの酸化物を含む膜から形成されてい
る。容量絶縁膜１８として、酸化アルミニウム膜、タンタルやハフニウムなどの酸化物を
含む膜から構成することにより、容量絶縁膜１８を高誘電率の膜とすることができ、容量



(7) JP 4928748 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

密度の向上が可能となる。一方、容量絶縁膜１８を酸化シリコン膜や窒化シリコン膜から
構成することにより、容量素子の耐圧向上を図ることができる。また、容量絶縁膜１８を
酸化シリコン膜や窒化シリコン膜から構成することで、誘電率の温度依存性や周波数依存
性を少なくすることができる。つまり、容量絶縁膜１８の温度特性および周波数特性を改
善することができる。
【００２５】
　容量絶縁膜１８は、開口部１９ａの内部を含む絶縁膜１９上に形成されているので、開
口部１９ａの底部に形成されている容量絶縁膜１８は、下部電極１０と直接接しているこ
とになる。一方、開口部１９ａ以外の絶縁膜１９上に形成されている容量絶縁膜１８は、
下部電極１０と直接接していない。すなわち、下部電極１０と容量絶縁膜１８の間には絶
縁膜１９が形成されている。このように、下部電極１０と容量絶縁膜１８は、直接接して
いる部分と直接接していない部分があり、この点が本実施の形態１の特徴の一つである。
【００２６】
　次に、容量絶縁膜１８上には、中間電極１１が形成されている。中間電極１１は、例え
ば窒化チタン膜２０ａ、アルミニウム膜２０ｂおよび窒化チタン膜２０ｃの積層膜から形
成されるが、前述した下部電極１０と同様に他の材料を用いてもよい。中間電極１１は、
開口部１９ａ内を含む容量絶縁膜１８上に形成されているため、中間電極１１には段差が
形成されている。この中間電極１１、容量絶縁膜１８および下部電極１０により、一つの
容量素子Ｃ１（図２参照）が形成される。このとき、開口部１９ａ内において、容量素子
Ｃ１が形成されている。すなわち、開口部１９ａ内においては、下部電極１０上に直接接
するように容量絶縁膜１８が形成されており、この容量絶縁膜１８上に直接、中間電極１
１が形成されているので、下部電極１０と中間電極１１との距離が短くなり容量が大きく
なる。したがって、容量が大きくなる開口部１９ａ内が容量素子Ｃ１として支配的に機能
する。一方、開口部１９ａ以外の領域では、下部電極１０と容量絶縁膜１８の間に絶縁膜
１９が形成されている。このため、下部電極１０と中間電極１１との距離は、開口部１９
ａ内に比べて大きくなり、容量に対する寄与は少なくなる。
【００２７】
　従来、上部に中間電極がある下部電極の領域において、下部電極は容量絶縁膜と直接接
していた。しかし、この場合、容量素子が形成されている領域以外においても下部電極と
中間電極との距離が容量素子形成領域と同様に近くなっていた。このため、中間電極を容
量素子の電極以外に使用する場合に寄生容量が容量素子の容量と同等となって大きくなる
問題点があった。すなわち、中間電極の寄生容量が大きくなって、中間電極を信号配線や
電源配線などの一般配線としても使用するには、信号遅延や消費電力の増加が無視できな
い事態になっていた。
【００２８】
　そこで、本実施の形態１では、容量素子形成領域においては、下部電極１０と中間電極
１１との距離を近づけて容量を確保する一方、容量素子形成領域以外の領域においては、
下部電極１０と中間電極１１の間に絶縁膜１９を設けて下部電極１０と中間電極１１との
距離を遠ざけている。つまり、容量素子形成領域において、下部電極１０は、容量絶縁膜
１８と直接接するように構成されているが、その他の領域において、下部電極１０と容量
絶縁膜１８の間に絶縁膜１９を設けることにより、下部電極１０を容量絶縁膜１８と直接
接しないように構成している。これにより、下部電極１０が容量絶縁膜１８と直接接して
いない領域上で、下部電極１０と中間電極１１との距離が大きくなるので、中間電極１１
を一般配線に使用したとき、下部電極１０との間で生じる寄生容量を小さくすることがで
きる。言い換えれば、下部電極１０上に開口部１９ａによる段差を設けて、開口部１９ａ
内（容量素子形成領域）での下部電極１０と中間電極１１の距離よりも、開口部１９ａの
外側の領域での下部電極１０と中間電極１１との距離を大きくしている。このため、中間
電極１１を信号配線や電源配線に使用した場合における信号遅延や消費電力の増加を抑制
することができる。
【００２９】
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　次に、中間電極１１上には、絶縁膜（第２絶縁膜）２２が形成されており、この絶縁膜
２２には開口部２２ａが設けられている。この開口部２２ａの底部には、中間電極１１が
露出している。そして、開口部２２ａの内部を含む絶縁膜２２上には、容量絶縁膜（第２
容量絶縁膜）２１が形成されており、容量絶縁膜２１上には、窒化チタン膜２３が形成さ
れている。さらに、窒化チタン膜２３上を含む絶縁膜２２上には、上部電極１２および配
線１３が形成されている。
【００３０】
　上部電極１２および配線１３は、例えば、窒化チタン膜２４ａ、アルミニウム膜２４ｂ
および窒化チタン膜２４ｃの積層膜から構成されている。この上部電極１２、容量絶縁膜
２１および中間電極１１により、図２に示す容量素子Ｃ２が形成されている。すなわち、
本実施の形態１では、下部電極１０、容量絶縁膜１８および中間電極１１よりなる容量素
子Ｃ１上に、中間電極１１、容量絶縁膜２１および上部電極１２よりなる容量素子Ｃ２が
形成されている。つまり、本実施の形態１では、容量素子Ｃ１および容量素子Ｃ２が積層
構造で形成されている。このように、容量素子Ｃ１および容量素子Ｃ２を積層構造とする
ことにより、半導体基板に占める容量素子の占有面積を低減することができるので、半導
体チップの縮小化が図られ、低コスト化を実現できる。または、容量素子の占有面積を低
減できるので、他の機能を有する素子を半導体チップ上に搭載することができる。このた
め、半導体チップの高機能化および高性能化を図ることができる。
【００３１】
　上部電極１２、容量絶縁膜２１および中間電極１１により、一つの容量素子Ｃ２（図２
参照）が形成されるが、このとき、開口部２２ａ内において、容量素子Ｃ２が形成されて
いる。すなわち、開口部２２ａ内においては、中間電極１１上に直接接するように容量絶
縁膜２１が形成されており、この容量絶縁膜２１上に直接、上部電極１２が形成されてい
るので、中間電極１１と上部電極１２との距離が短くなり容量が大きくなる。したがって
、容量が大きくなる開口部２２ａ内が容量素子Ｃ２として支配的に機能する。一方、開口
部２２ａ以外の領域（容量形成領域以外の領域）では、中間電極１１と容量絶縁膜２１の
間に絶縁膜２２が形成されており、中間電極１１は、容量絶縁膜２１と直接接していない
。このため、中間電極１１と上部電極１２との距離は、開口部２２ａ内に比べて大きくな
り、容量に対する寄与は少なくなる。つまり、中間電極１１と上部電極１２との間の寄生
容量を低減することができる。
【００３２】
　また、図３に示すように、下部電極１０と上部電極１２とは、プラグ１４を介して電気
的に接続されている。そして、中間電極１１は、プラグ１５を介して配線１３と電気的に
接続されている。したがって、下部電極１０、容量絶縁膜１８および中間電極１１よりな
る容量素子Ｃ１と、中間電極１１、容量絶縁膜２１および上部電極１２よりなる容量素子
Ｃ２は、電気的に並列接続されている。このため、積層された容量素子Ｃ１と容量素子Ｃ
２による総容量は、容量素子Ｃ１の容量と容量素子Ｃ２の容量の和となる。このことから
、積層化することによって容量素子の占有面積を低減しても、トータルの総容量を確保で
きる。
【００３３】
　本実施の形態１によれば、容量素子を積層構造にすることによって容量素子の占有面積
を低減しつつも、積層化された容量素子を並列接続することにより、トータルの総容量を
確保することができる。さらに、容量素子形成領域以外の領域では、電極間距離を容量素
子形成領域に比べて大きくすることができるので、寄生容量を低減できる。このため、信
号遅延や消費電力の低減を実現できるので、容量素子の電極を信号配線や電源配線として
使用することができる。そして、電極を一般配線として利用できるので、半導体チップに
引き回される配線も短くすることができ、その配線の寄生容量および配線抵抗を低減でき
る。また、電極を一般配線と共用することができるので、配線数も縮小でき、半導体チッ
プの小型化をさらに推進することができる。また、電極を一般配線として用いることがで
きるので、配線の設計などの設計自由度が増大する利点もある。
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【００３４】
　なお、本実施の形態１によれば、開口部１９ａ内に容量素子Ｃ１が形成され、開口部１
９ａより小さい開口部２２ａ内に容量素子Ｃ２が形成される。このため、容量絶縁膜１８
と下部電極１０の接触面積は、容量絶縁膜２１と中間電極１１の接触面積よりも大きくな
っている。
【００３５】
　次に、具体的に中間電極を一般配線として使用する場合の寄生容量（層間容量）を本発
明者らが検討した構造の容量素子と本実施の形態１における構造の容量素子で比較した結
果を示す。
【００３６】
　図３に示すように、本実施の形態１では、容量素子形成領域以外の領域の下部電極１０
と中間電極１１との距離はｄ１であり、中間電極１１と上部電極１２との距離はｄ２とな
っている。すなわち、容量素子形成領域以外の領域の電極間距離は、容量素子形成領域（
開口部１９ａ、２２ａ内の領域）の電極間距離に比べて大きくなっている。
【００３７】
　一方、本発明者らが検討した構造を図４に示す。図４に示すように、本発明者らが検討
した構造では、下部電極１００、容量絶縁膜１０１、中間電極１０２、容量絶縁膜１０３
および上部電極１０４が積層構造をしている。そして、下部電極１００と中間電極１０２
との間の距離は、容量形成領域も容量形成領域以外の領域もｄ３となっている。同様に、
中間電極１０２と上部電極１０４との間の距離は、容量形成領域も容量形成領域以外の領
域もｄ４となっている。
【００３８】
　中間電極と下部電極との間の寄生容量の比（本実施の形態１の寄生容量／本発明者らが
検討した構造の寄生容量）を求めると、（ε１／ｄ１）／（ε２／ｄ３）＝（ε１・ｄ３
）／（ε２・ｄ１）となる。同様に、中間電極と上部電極との間の寄生容量の比は、（ε
１／ｄ２）／（ε２／ｄ４）＝（ε１・ｄ４）／（ε２・ｄ２）となる。
【００３９】
　ここで、本実施の形態１の構造において、容量絶縁膜１８および容量絶縁膜２１が酸化
シリコン膜から形成されているとすると、ε１＝４．２となる。そして、ｄ１およびｄ２
の大きさを５００ｎｍとする。また、本発明者らが検討した構造において、容量絶縁膜１
０１および容量絶縁膜１０３が窒化シリコン膜から形成されているとすると、ε２＝７と
なる。そして、ｄ３およびｄ４の大きさを５０ｎｍとする。
【００４０】
　この条件で本実施の形態１における寄生容量の低減を計算すると以下に示す結果が得ら
れた。すなわち、本発明者らが検討した構造の寄生容量を１００とした場合、本実施の形
態１における寄生容量は６となり、１桁以上、寄生容量を低減することができる。
【００４１】
　中間配線を信号配線や電源配線などの一般配線に使用する場合、配線による信号遅延は
、配線抵抗×寄生容量に比例し、消費電極も寄生容量に比例する。寄生容量は、一般に同
層の隣接する配線との間の寄生容量と、上下層間にある配線との寄生容量との和になる。
ここで、同層の隣接する配線間の距離が離れていて、この寄生容量が無視できる場合、寄
生容量は、上下層間にある配線との寄生容量になる。この条件では、上述したように寄生
容量を１桁以上低減することができるので、中間電極を配線に用いた場合の信号遅延およ
び消費電力は、最大１桁低減することが可能となる。すなわち、本実施の形態１によれば
、本発明者らが検討した構造の中間電極を一般配線に利用する場合に比べて、大幅に寄生
容量を少なくできるので、配線による信号遅延の低減および消費電力の低減を実現できる
。
【００４２】
　次に、本実施の形態１における容量素子の製造方法について、図面を参照しながら説明
する。
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【００４３】
　まず、図示しない半導体基板上にＭＩＳＦＥＴを形成し、このＭＩＳＦＥＴに接続する
配線を形成する。その後、配線上に層間絶縁膜となる絶縁膜３０を形成する。図５には、
絶縁膜３０を形成した後の工程が記載されている。絶縁膜３０は、例えば、酸化シリコン
膜から形成され、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法を使用して形成するこ
とができる。
【００４４】
　次に、絶縁膜３０上に窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜
３１ｃを順次、積層して形成する。窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒
化チタン膜３１ｃは、例えば、スパッタリング法を使用して形成することができる。続い
て、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を使用して、窒化チタン膜３１ａ、ア
ルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃをパターニングする。これにより、窒化チ
タン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃよりなる下部電極（第１
電極）３２が形成される。そして、下部電極３２を含む絶縁膜３０上に絶縁膜（第１絶縁
膜）３３を形成する。この絶縁膜３３も、例えばＣＶＤ法を使用した酸化シリコン膜より
形成することができる。
【００４５】
　続いて、図６に示すように、絶縁膜３３上にレジスト膜３４を塗布した後、レジスト膜
３４に対して露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜３４をパターニングする。パ
ターニングは、開口部３５を形成する領域にレジスト膜３４が残らないようにする。次に
、パターニングしたレジスト膜３４をマスクにして絶縁膜３３をエッチングする。これに
より、絶縁膜３３に開口部（第１開口部）３５が形成される。この開口部３５の底部には
、下部電極３２が露出している。
【００４６】
　次に、レジスト膜３４を除去した後、図７に示すように、開口部３５内を含む絶縁膜３
３上に容量絶縁膜（第１容量絶縁膜）３６を形成する。容量絶縁膜３６は、例えば、ＣＶ
Ｄ法を使用して形成することができ、例えば、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化ア
ルミニウム膜あるいは、タンタルやハフニウムなどの酸化物を含む膜から形成することが
できる。
【００４７】
　そして、容量絶縁膜３６上に窒化チタン膜３７ａ、アルミニウム膜３７ｂおよび窒化チ
タン膜３７ｃを順次、スパッタリング法で形成する（第１導体膜）。その後、窒化チタン
膜３７ｃ上にレジスト膜３８を塗布し、塗布したレジスト膜３８に対して露光・現像処理
を施す。これにより、レジスト膜３８をパターニングする。パターニングは、中間電極形
成領域にレジスト膜３８が残るようにする。続いて、パターニングしたレジスト膜３８を
マスクにしたエッチングにより、中間電極（第２電極）３９を形成する。このとき、開口
部３５内においては、下部電極３２、容量絶縁膜３６および中間電極３９により第１容量
素子が形成される。一方、開口部３５の外側の領域において、下部電極３２は、容量絶縁
膜３６と直接接しておらず、下部電極３２と中間電極３９の間には、絶縁膜３３が形成さ
れている。この領域は、容量素子形成領域ではないため、下部電極３２と中間電極３９と
の間は容量素子形成領域よりも離れており、寄生容量の低減が図られている。
【００４８】
　次に、レジスト膜３８を除去した後、図８に示すように、中間電極３９上を含む絶縁膜
３３上に絶縁膜（第２絶縁膜）４０を形成する。絶縁膜４０は、例えば、ＣＶＤ法を用い
た酸化シリコン膜より形成することができる。続いて、絶縁膜４０上にレジスト膜４１を
塗布した後、露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜４１をパターニングする。パ
ターニングは、接続孔形成領域にレジスト膜４１が残らないようにする。そして、パター
ニングしたレジスト膜４１をマスクにしたエッチングにより、接続孔４２および接続孔４
３を形成する。接続孔４２は下部電極３２に達しており、接続孔４３は中間電極３９に達
している。
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【００４９】
　次に、レジスト膜４１を除去した後、図９に示すように、接続孔４２および接続孔４３
に導電材料を埋め込んでプラグ４４およびプラグ４５を形成する。プラグ４４およびプラ
グ４５は、例えば窒化チタン膜およびタングステン膜の積層膜を、接続孔４２、４３内を
含む絶縁膜４０上に形成した後、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法を使用し
て絶縁膜４０上に形成された積層膜を研磨することにより形成される。
【００５０】
　続いて、図１０に示すように、絶縁膜４０上にレジスト膜４６を塗布した後、露光・現
像処理を施すことにより、レジスト膜４６をパターニングする。パターニングは、開口部
形成領域にレジスト膜４６が残らないようにする。そして、パターニングしたレジスト膜
４６をマスクにしてエッチングすることにより、開口部（第２開口部）４７を形成する。
【００５１】
　次に、図１１に示すように、開口部４７内を含む絶縁膜４０上に容量絶縁膜（第２容量
絶縁膜）４８および窒化チタン膜４９を積層して形成する。そして、窒化チタン膜４９上
にレジスト膜５０を塗布した後、露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜５０をパ
ターニングする。続いて、パターニングしたレジスト膜５０をマスクにして、容量絶縁膜
４８および窒化チタン膜４９をエッチングする。
【００５２】
　次に、図１２に示すように、パターニングした窒化チタン膜４９を含む絶縁膜４０上に
、窒化チタン膜５１ａ、アルミニウム膜５１ｂおよび窒化チタン膜５１ｃを順次、スパッ
タリング法で形成する（第２導体膜）。その後、フォトリソグラフィ技術およびエッチン
グ技術を使用して、これらの膜をパターニングすることにより、窒化チタン膜５１ａ、ア
ルミニウム膜５１ｂおよび窒化チタン膜５１ｃよりなる上部電極（第３電極）５２を形成
することができる。開口部４７内には、中間電極３９、容量絶縁膜４８および上部電極５
２よりなる第２容量素子が形成される。一方、開口部４７の外側の領域においては、中間
電極３９と上部電極５２との間に絶縁膜４０が形成されている。このため、中間電極３９
と上部電極５２との距離が容量形成領域より大きくなっているので、中間電極３９の寄生
容量を低減することができる。なお、中間電極３９は、例えば、上部電極５２と同層に形
成された一般配線に接続されている。このようにして、本実施の形態１における容量素子
を形成することができる。
【００５３】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１では、中間配線３９が上層の配線に接続される例について説明したが
、本実施の形態２では、中間配線３９が上層の配線だけでなく下層の配線にも接続される
製造方法について、図面を参照しながら説明する。
【００５４】
　まず、図１３に示すように、絶縁膜３０上に窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１
ｂおよび窒化チタン膜３１ｃを順次、積層して形成する。窒化チタン膜３１ａ、アルミニ
ウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃは、例えば、スパッタリング法を使用して形成す
ることができる。続いて、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を使用して、窒
化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃをパターニングする
。これにより、窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃよ
りなる下部電極（第１電極）３２および下層配線５３が形成される。そして、下部電極３
２および下層配線５３を含む絶縁膜３０上に絶縁膜（第１絶縁膜）３３を形成する。この
絶縁膜３３も、例えばＣＶＤ法を使用した酸化シリコン膜より形成することができる。
【００５５】
　続いて、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を使用して、絶縁膜３３に接続
孔を形成する。形成される接続孔の一つは下部電極３２に達し、他の接続孔の一つは下層
配線５３に達している。そして、接続孔内を含む絶縁膜３３上に、窒化チタン膜およびタ
ングステン膜からなる積層膜を形成した後、ＣＭＰ技術を使用して接続孔内にだけ積層膜
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を残すことにより、プラグ５４およびプラグ５５を形成する。
【００５６】
　次に、図１４に示すように、絶縁膜３３上にレジスト膜３４を塗布した後、レジスト膜
３４に対して露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜３４をパターニングする。パ
ターニングは、開口部３５を形成する領域にレジスト膜３４が残らないようにする。次に
、パターニングしたレジスト膜３４をマスクにして絶縁膜３３をエッチングする。これに
より、絶縁膜３３に開口部（第１開口部）３５が形成される。この開口部３５の底部には
、下部電極３２が露出している。
【００５７】
　次に、レジスト膜３４を除去した後、図１５に示すように、開口部３５内を含む絶縁膜
３３上に容量絶縁膜（第１容量絶縁膜）３６を形成する。そして、容量絶縁膜３６上にレ
ジスト膜５６を塗布した後、露光・現像処理を施すことにより、パターニングする。パタ
ーニングは、容量絶縁膜３６を残す領域にレジスト膜５６が残るようにする。
【００５８】
　続いて、図１６に示すように、レジスト膜５６を除去した後、容量絶縁膜３６を含む絶
縁膜３３上に窒化チタン膜３７ａ、アルミニウム膜３７ｂおよび窒化チタン膜３７ｃを順
次、スパッタリング法で形成する（第１導体膜）。その後、窒化チタン膜３７ｃ上にレジ
スト膜５７を塗布し、塗布したレジスト膜５７に対して露光・現像処理を施す。これによ
り、レジスト膜５７をパターニングする。パターニングは、中間電極形成領域および配線
形成領域にレジスト膜５７が残るようにする。続いて、パターニングしたレジスト膜５７
をマスクにしたエッチングにより、中間電極（第２電極）３９および配線５８を形成する
。
【００５９】
　ここで、前記実施の形態１では、容量絶縁膜３６、窒化チタン膜３７ａ、アルミニウム
膜３７ｂおよび窒化チタン膜３７ｃを順次積層した後、パターニングして中間電極３９を
形成していた。しかし、この方法では、中間電極３９とプラグ５５との間に容量絶縁膜３
６が形成されてしまうため、中間電極３９と下層配線５３との導通がとれなくなってしま
う。そこで、本実施の形態２では、まず、容量絶縁膜３６を形成した後にパターニングし
てプラグ５５上に容量絶縁膜が残らないようにしている。そしてその後、中間電極３９を
形成することにより、中間電極３９と下層配線５３とをプラグ５５を介して電気接続する
ようにしている。これにより、中間電極３９を下層配線５３に電気接続することができる
。
【００６０】
　次に、レジスト膜５７を除去した後、図１７に示すように、中間電極３９上を含む絶縁
膜３３上に絶縁膜（第２絶縁膜）４０を形成する。絶縁膜４０は、例えば、ＣＶＤ法を用
いた酸化シリコン膜より形成することができる。続いて、絶縁膜４０上にレジスト膜４１
を塗布した後、露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜４１をパターニングする。
パターニングは、接続孔形成領域にレジスト膜４１が残らないようにする。そして、パタ
ーニングしたレジスト膜４１をマスクにしたエッチングにより、接続孔４３および接続孔
５９を形成する。接続孔４３は中間電極３９に達しており、接続孔５９は配線５８に達し
ている。
【００６１】
　次に、レジスト膜４１を除去した後、図１８に示すように、接続孔４３および接続孔５
９に導電材料を埋め込んでプラグ６０およびプラグ６１を形成する。プラグ６０およびプ
ラグ６１は、例えば窒化チタン膜およびタングステン膜の積層膜を、接続孔４３、５９内
を含む絶縁膜４０上に形成した後、ＣＭＰ法を使用して絶縁膜４０上に形成された積層膜
を研磨することにより形成される。
【００６２】
　続いて、図１９に示すように、絶縁膜４０上にレジスト膜４６を塗布した後、露光・現
像処理を施すことにより、レジスト膜４６をパターニングする。パターニングは、開口部
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形成領域にレジスト膜４６が残らないようにする。そして、パターニングしたレジスト膜
４６をマスクにしてエッチングすることにより、開口部（第２開口部）４７を形成する。
【００６３】
　次に、図２０に示すように、開口部４７内を含む絶縁膜４０上に容量絶縁膜（第２容量
絶縁膜）４８および窒化チタン膜４９を積層して形成する。そして、窒化チタン膜４９上
にレジスト膜５０を塗布した後、露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜５０をパ
ターニングする。続いて、パターニングしたレジスト膜５０をマスクにして、容量絶縁膜
４８および窒化チタン膜４９をエッチングする。
【００６４】
　次に、図２１に示すように、パターニングした窒化チタン膜４９を含む絶縁膜４０上に
、窒化チタン膜５１ａ、アルミニウム膜５１ｂおよび窒化チタン膜５１ｃを順次、スパッ
タリング法で形成する（第２導体膜）。その後、フォトリソグラフィ技術およびエッチン
グ技術を使用して、これらの膜をパターニングすることにより、窒化チタン膜５１ａ、ア
ルミニウム膜５１ｂおよび窒化チタン膜５１ｃよりなる上部電極（第３電極）５２を形成
することができる。このようにして、中間電極３９を上下層の配線に接続することができ
る。本実施の形態２によれば、一般配線に接続する中間電極３９を上層配線だけでなく、
下層配線にも接続できるので、配線形成の自由度を増大することができる。なお、本実施
の形態２によれば、前記実施の形態１と同様の効果を得ることができる。
【００６５】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３では、積層構造で可変容量を形成する例について説明する。図２２は、
本実施の形態３における容量素子を示した平面図である。図２２において、下部電極１０
が形成されており、この下部電極１０上には絶縁膜（図示せず）を介して中間電極１１が
形成されている。この下部電極１０と中間電極１１が平面上で重なり合う領域に容量素子
Ｃａが形成されている。さらに、中間電極１１上には、絶縁膜（図示せず）を介して上部
電極１２ａ～１２ｃおよび配線１３が形成されている。中間電極１１と上部電極１２ａが
平面的に重なり合う領域には、容量素子Ｃｂが形成されており、中間電極１１と上部電極
１２ｂが平面的に重なり合う領域には、容量素子Ｃｃが形成されている。さらに、中間電
極１１と上部電極１２ｃが平面的に重なり合う領域には、容量素子Ｃｄが形成されている
。このように本実施の形態３では、容量素子Ｃａ上に容量素子Ｃｂ、Ｃｃ、Ｃｄが形成さ
れた構造をしている。上部電極１２ａ～１２ｃは、例えばプラグ１４を介して下部電極１
０に接続されており、中間電極１１は、例えばプラグ１５を介して配線１３に接続されて
いる。したがって、容量素子Ｃａ、Ｃｂ、Ｃｃ、Ｃｄは、互いに並列接続されている。こ
のときの回路図を図２４に示す。図２４に示すように、容量素子Ｃａ、Ｃｂ、Ｃｃ、Ｃｄ
は、並列接続されており、それぞれの容量素子にはスイッチが設けられている。これによ
り、可変容量素子を形成することができる。例えば、容量素子Ｃａに接続されているスイ
ッチだけをオンにすると、可変容量素子の容量は容量素子Ｃａの容量になる。また、容量
素子Ｃａのスイッチと容量素子Ｃｂのスイッチをオンにすると、可変容量素子の容量は、
容量素子Ｃａの容量と容量素子Ｃｂの容量との和になる。このようにスイッチを適宜選択
することにより、所望の容量を得ることができる。本実施の形態３によれば、積層化され
た複数の容量素子とスイッチを組み合わせることで、容量素子の占有面積を低減させなが
ら柔軟度の高い可変容量素子を形成することができる。
【００６６】
　図２３は、図２２のＡ－Ａ線で切断した断面図を示したものである。図２３の構成は、
前記実施の形態１とほぼ同様の構成をしており、異なる点は、上部電極１２ｂおよび上部
電極１２ｃが設けられている点である。すなわち、本実施の形態３では、中間電極１１と
上部電極１２ｂによって容量素子Ｃｃが形成され、中間電極１１と上部電極１２ｃによっ
て容量素子Ｃｄが形成されている。中間電極１１は、前記実施の形態１と同様に段差が設
けられている。つまり、容量素子形成領域（開口部内）では、中間電極１１と下部電極１
０の距離は小さくなっている一方、容量素子形成領域以外の領域（開口部の外側）では、
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中間電極１１と下部電極１０との距離が大きくなっている。同様に、中間電極１１と上部
電極１２ｂ、１２ｃとの間でも寄生容量の低減が図られている。これにより、中間電極１
１と下部電極１０との間の寄生容量を低減することができるので、中間電極１１を一般配
線に使用したときの信号遅延および消費電力の増加を抑制できる。
【００６７】
　なお、本実施の形態３における可変容量素子の製造方法は、前記実施の形態１と基本的
に同様である。特徴点は、図２３に示すように、中間電極１１上に形成された絶縁膜２２
に二つの開口部を形成し、一方の開口部に容量絶縁膜２１および上部電極１２ｂを形成す
ることにより、容量素子Ｃｃを形成している。また、他方の開口部に容量絶縁膜２１およ
び上部電極１２ｃを形成することにより、容量素子Ｃｄを形成している。これらの構造は
、フォトリソグラフィ技術によるパターニングを変えることで実現することができる。
【００６８】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４は、開口部の側壁にサイドウォールを形成した容量素子について説明す
る。図２５は、図３に示す容量素子の開口部１９ａ付近を拡大した断面図である。図２５
において、アルミニウム膜１７ｂ上には窒化チタン膜１７ｃが形成されており、この窒化
チタン膜１７ｃ上に絶縁膜１９が形成されている。そして、絶縁膜１９には、開口部１９
ａが形成されており、この開口部１９ａの底面および側面には容量絶縁膜１８が形成され
ている。なお、図示はされていないが、容量絶縁膜１８上には上部電極１２が形成されて
いる。
【００６９】
　ここで、絶縁膜１９に開口部１９ａを形成する際、エッチング技術が使用されるが、こ
のとき、オーバーエッチングにより開口部１９ａの底部に露出する窒化チタン膜１７ｃの
一部もエッチングされる。そして、開口部１９ａの底面および側面を含む絶縁膜１９上に
容量絶縁膜１８が形成される。容量絶縁膜１８は、例えばプラズマＣＶＤ法によって形成
されるが、プラズマＣＶＤ法では、開口部１９ａの底面に形成される容量絶縁膜１８の膜
厚と開口部１９ａの側面に形成される容量絶縁膜１８の膜厚が異なる。すなわち、開口部
１９ａの底面に比べて開口部１９ａの側面では、形成される容量絶縁膜１８の膜厚が薄く
なる。このように、窒化チタン膜１７ｃのエッチングおよび開口部１９ａの側面で容量絶
縁膜１８の膜厚が薄くなる現象から、開口部１９ａの角部で、容量素子の耐圧が低下する
問題が生じる。
【００７０】
　そこで、本実施の形態４では、図２６に示すように、開口部１９ａの側面に絶縁体膜か
らなるサイドウォール６５を設けている。そして、このサイドウォール６５上に容量絶縁
膜１８を設けることにより、開口部１９ａの角部における絶縁膜の厚さを確保できるので
、容量素子の耐圧を向上させることができる。すなわち、開口部１９ａの側面には、容量
絶縁膜１８の他にサイドウォール６５を形成しているので、窒化チタン膜１７ｃの一部が
エッチングによって削られても、開口部１９ａの角部における中間電極と上部電極との距
離を大きくすることができる。このため、開口部１９ａの角部におけるリーク電流を抑制
することができ、容量素子の耐圧向上を図ることができる。
【００７１】
　次に、本実施の形態４における容量素子の製造方法について説明する。図２７に示すよ
うに、絶縁膜３０上に窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３
１ｃを順次、積層して形成する。窒化チタン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化
チタン膜３１ｃは、例えば、スパッタリング法を使用して形成することができる。続いて
、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術を使用して、窒化チタン膜３１ａ、アル
ミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃをパターニングする。これにより、窒化チタ
ン膜３１ａ、アルミニウム膜３１ｂおよび窒化チタン膜３１ｃよりなる下部電極３２が形
成される。そして、下部電極３２を含む絶縁膜３０上に絶縁膜３３を形成する。この絶縁
膜３３も、例えばＣＶＤ法を使用した酸化シリコン膜より形成することができる。
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【００７２】
　続いて、図２８に示すように、絶縁膜３３上にレジスト膜３４を塗布した後、レジスト
膜３４に対して露光・現像処理を施すことにより、レジスト膜３４をパターニングする。
パターニングは、開口部３５を形成する領域にレジスト膜３４が残らないようにする。次
に、パターニングしたレジスト膜３４をマスクにして絶縁膜３３をエッチングする。これ
により、絶縁膜３３に開口部３５が形成される。この開口部３５の底部には、下部電極３
２が露出している。
【００７３】
　次に、図２９に示すように、開口部３５内を含む絶縁膜３３上に例えば酸化シリコン膜
よりなる絶縁膜（第３絶縁膜）６６を形成する。絶縁膜６６は例えばＣＶＤ法を使用して
形成することができる。その後、図３０に示すように、絶縁膜６６を異方性エッチングす
ることにより、開口部３５の側壁にだけ絶縁膜６６を残してサイドウォール６７を形成す
る。なお、サイドウォール６７は、下地である窒化チタン膜１７ｃと選択比がとれればよ
いので、酸化シリコン膜に限らず他の絶縁膜であってもよい。
【００７４】
　続いて、レジスト膜３４を除去した後、図３１に示すように、開口部３５内を含む絶縁
膜３３上に容量絶縁膜３６を形成する。容量絶縁膜３６は、例えば、ＣＶＤ法を使用して
形成することができる。そして、容量絶縁膜３６上に窒化チタン膜３７ａ、アルミニウム
膜３７ｂおよび窒化チタン膜３７ｃを順次、スパッタリング法で形成する。その後、窒化
チタン膜３７ｃ上にレジスト膜３８を塗布し、塗布したレジスト膜３８に対して露光・現
像処理を施す。これにより、レジスト膜３８をパターニングする。パターニングは、中間
電極形成領域にレジスト膜３８が残るようにする。続いて、パターニングしたレジスト膜
３８をマスクにしたエッチングにより、中間電極３９を形成する。
【００７５】
　その後、レジスト膜３８を除去した後、中間電極３９上を含む絶縁膜３３上に絶縁膜４
０を形成し、この絶縁膜４０に開口部４７を形成する。そして、開口部４７内を含む絶縁
膜４０上に絶縁膜を形成した後、この絶縁膜を異方性エッチングすることにより、サイド
ウォール６８を形成する。その後は、前記実施の形態１と同様の工程を経ることにより、
図３２に示す容量素子を形成することができる。
【００７６】
　本実施の形態４によれば、電極間の寄生容量を低減できるとともに、サイドウォール６
７、６８を設けることにより、容量素子の耐圧向上を図ることができる。なお、本実施の
形態４では、サイドウォール６７、６８を設けることにより、容量素子の耐圧を向上させ
ているが、例えば図３３に示すように、エッチング技術を改良することによって、窒化チ
タン膜１７ｃの削れ量を抑制し、開口部１９ａの角部における耐圧を向上させてもよい。
すなわち、窒化チタン膜１７ｃの削れ量が抑制されれば、開口部１９ａの角部において、
上部電極と中間電極との距離が必要以上に近づくことがなくなり、リーク電流を抑制でき
るので、容量素子の耐圧を向上できる。
【００７７】
　（実施の形態５）
　本実施の形態５では、３つの容量素子を積層した構造の容量素子について説明する。図
３４は、本実施の形態５における容量素子を示した断面図である。図３４において、２つ
の容量素子（第１容量素子および第２容量素子）が積層されている下部電極３２から上部
電極５２までの構造は、前記実施の形態１と同様である。本実施の形態５では、上部電極
５２上に絶縁膜７０が形成されており、この絶縁膜７０に開口部７１が形成されている。
開口部７１内を含む絶縁膜７０上には、容量絶縁膜７２、窒化チタン膜７３および最上部
電極７５が形成されている。最上部電極７５は、例えば窒化チタン膜７４ａ、アルミニウ
ム膜７４ｂおよび窒化チタン膜７４ｃの積層膜から構成されている。
【００７８】
　このように本実施の形態５では、下部電極３２、容量絶縁膜３６および中間電極３９よ
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りなる第１容量素子上に、中間電極３９、容量絶縁膜４８および上部電極５２よりなる第
２容量素子が形成されている。そして、さらに、第２容量素子上に、上部電極５２、容量
絶縁膜７２および最上部電極７５よりなる第３容量素子が形成されている。これら第１容
量素子、第２容量素子および第３容量素子は、並列接続されており、３つの容量素子が積
層した構造となっている。したがって、本実施の形態５によれば、容量素子の占有面積を
低減しながら、大きな容量を確保することができる。すなわち、本実施の形態５によれば
、３つの容量素子を積層した構造をしているので、２つの容量素子を積層した構造に比べ
て、さらに大きな容量を確保することができる。
【００７９】
　（実施の形態６）
　本実施の形態６では、２つの容量素子を積層した構造の容量素子と、積層構造を有さな
い容量素子とを設ける例について説明する。図３５は、本実施の形態６における容量素子
を示した断面図である。図３５に示すように、本実施の形態６における容量素子は、２つ
の容量素子を積層した構造の容量素子７６と単層構造の容量素子（第４容量素子）７７が
設けられている。容量素子７６は、前記実施の形態１で説明した容量素子と同様である。
この容量素子７６と容量素子７７は、互いに並列接続されており、容量素子７７をオン／
オフするスイッチが設けられている。このように構成することで、容量の微調整が可能と
なる。すなわち、容量素子７６は積層構造をしているので大きな容量をしている。一方、
容量素子７７は単層構造をしているので小さな容量をしている。ここで、容量素子７７に
接続されたスイッチをオンすることで、容量素子７６だけの容量から容量素子７７の容量
だけ増加させることができる。回路の特性などの関係から容量素子７６の容量からわずか
に容量を増加させたい場合には、低容量の容量素子７７に接続されたスイッチをオンさせ
ることで対応できる。このように本実施の形態６によれば、積層構造をした容量素子７６
と単層構造をした容量素子７７を組み合わせることにより、容量の微調整が可能となる。
【００８０】
　（実施の形態７）
　本実施の形態７では、前記実施の形態１～６で説明した容量素子を使用する電子装置に
ついて説明する。電子装置の一例として携帯電話機を説明する。図３６は、携帯電話機に
おける送受信部の構成を示したブロック図である。図３６に示すように、送受信部８０は
、アンテナ８１、アンテナスイッチ８２、ＲＦ（Radio Frequency）フィルタ８３、ＲＦ
－ＩＣ（送受信装置）８４、ベースバンド部８５およびＰＡモジュール８６を有している
。さらに、ＲＦ－ＩＣ８４は、ＬＮＡ（Low Noise Amplifier）８７、ＰＧＡ８８、ＴＸ
ＶＣＯ（電圧制御発振器）８９、ＲＦＶＣＯ９０、ＩＦＶＣＯ９１、ＤＣ／ＶＣＸＯ９２
などから構成されている。
【００８１】
　まず、携帯電話機において電波を受信する動作の一例について簡単に説明する。アンテ
ナ８１で受信したＲＦ信号は、アンテナスイッチ８２によって受信側に伝達される。そし
て、受信したＲＦ信号は、ＲＦフィルタ８３を介してＲＦ－ＩＣ８４に入力される。ＲＦ
－ＩＣ８４に入力されたＲＦ信号は、ＬＮＡ８７で増幅される。その後、増幅された信号
をダイレクトコンバージョンミキサにて直交復調することで、直接ベースバンド信号が得
られる。このベースバンド信号は、それぞれＰＧＡ８８で利得調節されて、ベースバンド
部８５に送られて処理される。このようにして電波を受信することができる。
【００８２】
　次に、携帯電話機において電波を送信する動作の一例について簡単に説明する。ベース
バンド部８５よりベースバンド信号がＲＦ－ＩＣ８４に入力されると、ＲＦ－ＩＣ８４で
は、ＩＦ信号をベースバンド信号で直交変調する。そして、ＴＸＶＣＯ８９を含むＰＬＬ
回路でＩＦ信号を周波数変換してＲＦ信号が得られる。ＲＦ－ＩＣ８４のシンセサイザは
、内蔵されているＲＦＶＣＯ９０、ＩＦＶＣＯ９１や分周器を介して各ブロックにローカ
ル信号を供給している。また、基準クロックは、ＤＣ／ＶＣＸＯ９２にて生成している。
ＲＦ－ＩＣ８４で生成されたＲＦ信号は、ＰＡモジュール８６で増幅される。そして、ア
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ンテナスイッチ８２を介してアンテナ８１からＲＦ信号が送信される。このようにして電
波を送信することができる。
【００８３】
　ＲＦ－ＩＣ８４には、図３６に示すように様々な回路が形成されているが、これらの回
路は一つの半導体チップに搭載されている。すなわち、一つの半導体チップ上にＲＦ－Ｉ
Ｃが形成されている。図３７は、ＬＮＡ８７の回路の一例を示したものである。図３７に
示すように、ＬＮＡ８７には、複数の容量素子が使用されていることがわかる。ＬＮＡ８
７は、低雑音の増幅器であり、このＬＮＡ８７の入力部に設けられている容量素子は、イ
ンピーダンスマッチングを行なうために使用されている。
【００８４】
　図３８は、ＰＧＡ８８に含まれるバンドパスフィルタの一例を示したものである。図３
８に示すバンドパスフィルタは、所定の周波数範囲の信号だけを通過させる機能を有して
おり、複数の容量素子が使用されていることがわかる。
【００８５】
　図３９および図４０は、電圧制御発振器の一例を示した図である。図３９および図４０
に示す電圧制御発振器は、負性抵抗を加えるアンプ回路とＬＣ共振回路からなる差動タイ
プの発振器であり、複数の容量素子が使用されていることがわかる。このようにＲＦ―Ｉ
Ｃ８４に形成されている回路には、複数の容量素子が使用されているが、これらの容量素
子は、高周波特性およびノイズ特性により、寄生抵抗や寄生容量の少ない低損失なものが
要求される。そこで、ＲＦ－ＩＣ８４に前記実施の形態１～６で説明した容量素子を用い
ることにより、容量素子の寄生容量を低減できるので、ＲＦ－ＩＣ８４に対して低損失で
高性能の容量素子を提供できる。
【００８６】
　ＲＦ－ＩＣ８４の各回路は、例えば図３７～図４０に示すように、多数の容量素子を使
用している。これらの容量素子の容量はＲＦ－ＩＣ全体で１０ｎＦ前後の容量となり、こ
れらの容量をゲート容量（拡散容量）で構成した場合、約２．５ｍｍ２の面積が必要とな
る。ここで、ゲート容量の単位容量を例えば４ｆＦ／μｍ２としている。
【００８７】
　また、ＲＦ－ＩＣ８４は一般に３層～６層の多層配線で構成されているが、現状の配線
使用面積は、１層あたり２０％～４０％で未使用の面積が多数を占めている。このため、
ＲＦ－ＩＣ８４に使用される容量素子として、本実施の形態１～６に示す容量素子を使用
することにより、多層配線中に容量素子を効率良く配置すれば、ゲート容量形成領域の面
積を低減することができる。例えば、３．５ｍｍ×３．５ｍｍの半導体チップの場合、２
．５ｍｍ２のゲート容量の部分を多層配線間に形成すると、必要な半導体チップのサイズ
は、３．５ｍｍ×３．５ｍｍ－２．５ｍｍ２＝９．７５ｍｍ２となり、約２０％の面積低
減が可能となる。その結果、シリコンウェハ１枚から取得できる半導体チップの数も約２
０％増加でき、半導体チップ１個あたりの製造コストも低減することができる。
【００８８】
　また、ＲＦ－ＩＣ８４では、電源電圧を低減しにくく各素子にある程度の耐圧が必要と
される。ここで、前記実施の形態４で説明したようにサイドウォールを設けることにより
、容量素子の耐圧を向上することができる。したがって、ＲＦ－ＩＣ８４に使用する容量
素子として、前記実施の形態４で説明した容量素子を用いることにより、耐圧を向上させ
ることができ、ＲＦ－ＩＣ８４の信頼性向上を図ることができる。
【００８９】
　なお、本実施の形態７では、ＲＦ－ＩＣ８４に前記実施の形態１～６における容量素子
を適用する例について説明したが、これに限らず、例えばＰＡモジュール８６に適用して
もよい。
【００９０】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可



(18) JP 4928748 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、半導体装置を製造する製造業に幅広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施の形態１における半導体装置の一部を示した断面図である。
【図２】実施の形態１における容量素子を上部から見た平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図４】本発明者らが検討した容量素子を示す断面図である。
【図５】実施の形態１における容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図６】図５に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図７】図６に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図８】図７に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図９】図８に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１０】図９に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１１】図１０に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１２】図１１に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１３】実施の形態２における容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１４】図１３に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１５】図１４に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１６】図１５に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１７】図１６に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１８】図１７に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図１９】図１８に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図２０】図１９に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図２１】図２０に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図２２】実施の形態３における容量素子を上部から見た平面図である。
【図２３】図２２のＡ－Ａ線で切断した断面図である。
【図２４】容量素子を並列接続した回路図である。
【図２５】図３に示す容量素子の開口部付近を拡大した断面図である。
【図２６】開口部の側壁にサイドウォールを形成した様子を示した断面図である。
【図２７】実施の形態４における容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図２８】図２７に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図２９】図２８に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図３０】図２９に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図３１】図３０に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図３２】図３１に続く容量素子の製造工程を示した断面図である。
【図３３】開口部の底部がオーバーエッチングされていない様子を示す断面図である。
【図３４】実施の形態５における容量素子を示した断面図である。
【図３５】実施の形態６における容量素子を示した断面図である。
【図３６】携帯電話機の送受信部を示したブロック図である。
【図３７】低雑音増幅器の一例を示した回路図である。
【図３８】バンドパスフィルタの一例を示した回路図である。
【図３９】電圧制御発振器の一例を示した回路図である。
【図４０】電圧制御発振器の一例を示した回路図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１　半導体基板
　２　ｎチャネル型ＭＩＳＦＥＴ
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　３　ｐチャネル型ＭＩＳＦＥＴ
　４　容量素子
　１０　下部電極
　１１　中間電極
　１２　上部電極
　１３　配線
　１４　プラグ
　１５　プラグ
　１６　絶縁膜
　１７ａ　窒化チタン膜
　１７ｂ　アルミニウム膜
　１７ｃ　窒化チタン膜
　１８　容量絶縁膜
　１９　絶縁膜
　１９ａ　開口部
　２０ａ　窒化チタン膜
　２０ｂ　アルミニウム膜
　２０ｃ　窒化チタン膜
　２１　容量絶縁膜
　２２　絶縁膜
　２２ａ　開口部
　２３　窒化チタン膜
　２４ａ　窒化チタン膜
　２４ｂ　アルミニウム膜
　２４ｃ　窒化チタン膜
　３０　絶縁膜
　３１ａ　窒化チタン膜
　３１ｂ　アルミニウム膜
　３１ｃ　窒化チタン膜
　３２　下部電極
　３３　絶縁膜
　３４　レジスト膜
　３５　開口部
　３６　容量絶縁膜
　３７ａ　窒化チタン膜
　３７ｂ　アルミニウム膜
　３７ｃ　窒化チタン膜
　３８　レジスト膜
　３９　中間電極
　４０　絶縁膜
　４１　レジスト膜
　４２　接続孔
　４３　接続孔
　４４　プラグ
　４５　プラグ
　４６　レジスト膜
　４７　開口部
　４８　容量絶縁膜
　４９　窒化チタン膜
　５０　レジスト膜
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　５１ａ　窒化チタン膜
　５１ｂ　アルミニウム膜
　５１ｃ　窒化チタン膜
　５２　上部電極
　５３　下層配線
　５４　プラグ
　５５　プラグ
　５６　レジスト膜
　５７　レジスト膜
　５８　配線
　５９　接続孔
　６０　プラグ
　６１　プラグ
　６６　絶縁膜
　６７　サイドウォール
　６８　サイドウォール
　７０　絶縁膜
　７１　開口部
　７２　容量絶縁膜
　７３　窒化チタン膜
　７４ａ　窒化チタン膜
　７４ｂ　アルミニウム膜
　７４ｃ　窒化チタン膜
　７５　最上部電極
　７６　容量素子
　７７　容量素子
　８０　送受信部
　８１　アンテナ
　８２　アンテナスイッチ
　８３　ＲＦフィルタ
　８４　ＲＦ－ＩＣ
　８５　ベースバンド部
　８６　ＰＡモジュール
　８７　ＬＮＡ
　８８　ＰＧＡ
　８９　ＴＸＶＣＯ
　９０　ＲＦＶＣＯ
　９１　ＩＦＶＣＯ
　９２　ＤＣ／ＶＣＸＯ
　１００　下部電極
　１０１　容量絶縁膜
　１０２　中間電極
　１０３　容量絶縁膜
　１０４　上部電極
　Ｃ１　容量素子
　Ｃ２　容量素子
　Ｃａ～Ｃｄ　容量素子
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